
質疑回答書

          平成２９年１０月１６日

         

件  名 伊賀市水道料金関連業務委託

質  疑 回  答

１．仕様書 P6 29
委託者が定めた収納率と記載されて

いますが、現年度及び過年度に対し、

どの程度の数値を想定されておりま

すでしょうか。また、目標達成しな

かった場合のペナルティ等はあるの

でしょうか。

２．仕様書 P7 30
受託者に責めを帰さない事由による

不具合においても、水道使用者様へ

の適切な対応と記載されてありま

すが、この対応に伴う費用は、受託

会社負担となるのでしょうか。

３．実施要領 6-8,(8)及び 7-13,(7)
実施要領 6-8,(8)においては、社名が

特定できる内容、7-13,(7)においては

提案者名が安易に推測できるものと

の記載がありますが、企画提案書の

実施計画での責任者の実績・バック

アップ体制等で受託しています自治

体名等の記載は問題ないでしょうか。

平成２９年度については、現年分及び

過年分で前年比＋0.5％の９５％以上

の収納率を目標として想定しており

ます。

ペナルティ等はございませんが、達成

に向けた最大限の努力はお願いいた

します。

受託者に責めを帰さない場合の費用に

つきましては委託者で負担いたします。

当市以外の自治体名の記載をお願い

いたします。


